
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師：アイリーン・美緒子・スミスさん 

写真家、通訳者、環境ジャーナリスト。環境市民団体グリーン・アクション代表。米写真家

のユージン・スミス（1918 - 1978）と水俣で 3年間生活をしながら水俣病の被害を撮

影。1975年に写真集「MINAMATA」をユージンと出版し、実態を世界に告発。 

米スリーマイル島原発事故（７９年）の現地取材をきっかけに、以後、約 4０年にわたり、

脱原発を訴えてきた。 

 

■1971 年、熊本県水俣市にやってきたフォトジャーナリストのユージン・スミスは、当

時 21歳だったアイリーンと共に美しくも悲しい写真集「MINAMATA」を制作した。 

50 年前の水俣の子ども達も、13 年前の福島の子ども達も傷つき闘っている。甲状腺

がん裁判の２０代の原告たちの苦しみは、放射性廃棄物と闘う将来世代の苦しみかもし

れない。 

アイリーンさんが、水俣で見てきたこと、ユージンから学んだフォトジャーナリズム、水

俣病問題、そして原発を止める市民運動の 40 年の経験を語ります。SDGs を切り開

くパラダイムシフト作りにお役に立てれば幸いです。 

■9:30～11:30映画「MINAMATA－ミナマター」上映 ■11:40～12:30講演 

アイリーン・美緒子・スミス＋老朽原発 40年廃炉訴訟市民の会/共催 

 

7月 14日（日）1・２限連続講座 9:30～12:30 

愛知サマーセミナー２０２４in東海中学高等学校 

第70回ベルリン国際映画祭 

特別招待作品 

MINAMATA 
―ミナマタ― 

 上映＆アイリーン・美緒子・スミスさん講演 

© Larry Horricks 

教室未定（当日配布される案内をご覧下さい） 

MINAMATAと原発、命を語る 

 



 

水俣病は、チッソ工場の排水の中にあったメチル水銀が、水俣湾・不知火海を汚染し、

そこに生息する魚介類の体内に蓄積され、これを継続して摂取した地域住民に発生し

た疾患です。水俣病の公式確認は１９５６年。７７年の患者認定基準を、最高裁は２００

４年、「狭すぎる」と事実上否定しました。 

当時幼かった子ども達の多くは今も水俣病と認められていません。また、０９年成立の水俣病特措法に基づく救済措

置の対象外とされた住民たちは、今も損害賠償を求めて裁判で訴えています。半世紀たってもなお、水俣病は終わっ

ていません。国際的にも水銀汚染はうなぎ登りに悪化しています。その一つの原因は火力発電所による大気汚染です。 
 

 

 

 

 
 

東京電力福島第一原発事故により深刻な放射能汚染が広がり、その後、甲状腺がんを発

症した子ども達がいます。小児甲状腺がんは、通常 100万人に 1〜2人（年間）と言われ

る極めて珍しい病気です。チョルノービリ（チェルノブイリ）原発事故後に増えたことが知

られています。こうした教訓をうけて、政府と東京電力は県民健康管理基金を新設し、事

故当時 18歳以下だった福島県民 38万人を対象に甲状腺検査を実施してきました。 

その結果、10年間で約300人もの子どもや若者が小児甲状腺がんと診断され、２００人以上が甲状腺の全摘又は片

摘手術をしています。中には、再発や遠隔転移している子どももいます。しかし、国や福島県は、原発事故との因果関

係は無いと主張しています。（詳細は、311甲状腺がん子ども支援ネットワーク https://www.311support.net) 

 

 

 

水 俣  

・地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口（徒歩 10分） 

・地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口（徒歩 15分） 

・JR中央本線  千種駅下車（徒歩 15分） 

大曽根駅下車（徒歩 17分） 

・名鉄瀬戸線   森下駅下車（徒歩 12分） 

・基幹バス     徳川園新出来下車（徒歩 4分） 

山口町下車（徒歩 7分） 

・市バス      桜通車道下車（徒歩 10分） 

東区役所下車（徒歩 5分） 

建中寺東下車（徒歩 4分） 

百人町下車（徒歩 3分） 

・名鉄バス    徳川園新出来下車（徒歩 4分） 

山口町下車（徒歩 7分） 

（名古屋市東区筒井一丁目 2-35） 

福 島 

「国や加害企業が水俣と福島で行ったことは、驚くほど似通っています。」 
水俣と福島に共通する 10の手口とは？ 

〈アクセス〉 

東海中学高等学校 

 
名古屋で原発を止めるための裁判が行われていることをご存

じですか？なぜ、名古屋で？と思われるかもしれません。 

しかし、名古屋の風上、福井県には原発が沢山あります。運転

開始から40年以上が経過し、老朽化の進んだ原発もあります。 

いったん原発事故が起きれば、県境は関係なく放射能は風に

運ばれてきます。 被害を受ける住民として、福井や関西の人々

と共に原発を止めたいと思っています。 

この裁判では、①高浜原発 1，2 号機と②美浜原発 3 号機の

運転延長を認めた原子力規制委員会の許認可取り消しを求め

ています。次回の期日で結審します。ぜひ傍聴に来てください。 

（詳しくは「40年廃炉訴訟市民の会」で検索してください。） 
 
〈次回期日〉7月 19日（金）＠名古屋地裁 2号法廷 

傍聴券配布予定 ➀９:５０ ②1３:２０  

【老朽原発 40年廃炉・名古屋訴訟】は 

アイリーンさんと共に闘っています！ 

 

   〈お問合せ〉老朽原発 40年廃炉訴訟市民の会 ☏０８０－９４９５－９４１４ ✉toold40citizens@gmail.com 

2016年 4月 14日提訴 「事故が起こる前に原発止めたい！」 


